
 

2020-21 年度地区方針「行動するロータリアン！世界で何かよいことをしよう、TOGETHER！」 
 

本 日 第２３９３回  ２０２１年３月５日（金）    No.２２７５ 

前 回 第２３９２回   ２０２１年２月１２日（金）    記  録 
〇出席者：会員 23 名中 17 名出席 出席率 73.91％ 
〇ゲスト：一般社団法人 尾張旭青年会議所 
     2021 年度 理事長  戸原 弘二様 
           専務理事 山本 明宏様 
     愛知県立旭野高等学校 吹奏楽部顧問 
                江上 伊織様 
     2019 年度米山記念奨学生 
    オトゴンバートル・ドルジンスレンさん 

 会長あいさつ  舟橋 龍秀 

3 週間ぶりの例会です。
皆様お変わりなくお過ごし
だったでしょうか。2月 7日
を目途に愛知県に発出され
ていた緊急事態宣言は、現
下の感染状況に鑑みて、3

月 7 日まで延期されました。
本日、国の対策会議で宣言の解除が議論されるとい
うことですが、報道によると、政府は時期尚早と考
えているようです。新規感染者数は、東京都を始め、
愛知県でも減少していることは事実です。最近では、
病床使用率が解除の際の大きなポイントになって
いるようです。ちなみに、病床使用率が 50％以上で
ステージ 4（爆発的拡大）、20％以上でステージ 3

（感染急増）分類されています。コロナ病床の使用
率が高ければ、一般医療への影響が大きくなり、医
療崩壊を招くといわれます。昨日の中日新聞の朝刊
の報道に拠れば、愛知県は、10 日の新規感染者が、
県全体で 114 名、そのうち名古屋市 43 名、尾張旭

市は 1 名でした。このところ尾張地方より三河地方
に新規感染者が多い傾向が続いているようです。病
床使用率ですが、9 日現在、愛知県は、44％、重症
者用病床利用率が 35％で、いずれも 2 ヶ月ぶりに
使用率 50％を切り、国の基準のステージ 4 からス
テージ 3 のレベルに下がったことになります。この
結果、人口 10 万当たりの療養者数や新規感染者数
など国の 7 つの指標はすべてステージ 4 を脱した
ことになったようです。大村知事は、「週末の数値を
見て、週を跨いだ段階で解除にもっていけるか検討
したい」と話しており、直ちに宣言解除を国に申請
する考えはないようです。 

 宣言を発出することより、解除するタイミングの
方が難しいと思います。規制を長くして、徹底的に
感染者数を減少させるのが良いと、とくに感染症の
専門家は言います。それは、短期的には有効だと思
います。しかし、経済的損失は置くとしても、アメ
リカやＥＵ諸国で、厳しいロックダウンをしても、
感染を短期間で減少させることは困難なようです
し、我が国でも、第 1 波で人との接触を 8 割低減さ
せる方針の時は、かなりの成功を収めましたが、解
除後は、より大きな第２波が来たことはご存知の通
りです。どの段階で宣言を解除しても、こうしたい
わば「いたちごっこ」は続くように思います。結局、
われわれ自身が自分たちの日常生活を、コロナに感
染しないよう心掛けていくかということに尽きる
と思います。 

本日のプログラム Today's Program 
 

点    鐘      １２：３０ 
 

静    聴  「君が代」・「奉仕の理想」 

卓話担当者：中森 正裕君 
 
卓 話 者：   〃 
 
演 題：｢ ロボットについて ｣ 
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３月１２日（金） ３月１９日（金） ３月２６日（金） ４月２日（金） 

休会 
 

定款により休会 

休会 
 

定款により休会 

卓話担当者:古橋エツ子さん 
卓話者:    〃 
演題:｢なぜジェンダーギャ 

ップが課題なのか？｣ 

卓話担当者:金森 俊輔君 
卓話者:    〃 
演題:｢予防接種の話｣ 



 ところで、明るい兆しは、コロナワクチンの接種
が、わが国でも順次始まると言うことです。痛みや
発熱、さらには重篤なアレルギー反応が副反応とし
て起こることが言われています。それが不安で接種
を控えようと考えている方もあると思います。接種
は強制ではありませんが、無料で受けることができ
ます。メリットとデメリットをよく考えて決めるこ
とになります。また、技術的な問題もいろいろある
ようで、まだまだインフルエンザの予防接種のよう
にはいかないような気がします。提案ですが、卓話
の時間などを利用して、ワクチンについて専門家に
お話を頂く機会を設けてはどうかと思います。 

 3 月の例会については、会長としては、今のとこ
ろは、なるべく通常の形で開催したいと考えていま
すが、状況の推移を見て、変更せざるを得ないこと
があると思います。その場合は、できるだけ早く会
員の皆様に、ファックスやＬＩＮＥでお伝えします
ので、よろしくお願いいたします。 

幹事報告 

・3/14(日)地区大会における顕彰昼食会・大懇親会
が中止となり、本会議のみ（13:00～17:30 頃）開
催と変更になりました。                               

・「尾張旭市心身障がい児手をつなぐ親の会」が、
4/15(日)の総会をもって解散されます。                                  

本日の会合：第 9 回理事役員会 於尾張旭市商工会 
館内 第 1 会議室 13:40～          

次回の例会：3/5(金) ※2/19(金)・2/26(金)休会                
次回の会合：3/5(金)第 10 回現・第 1 回次期理事役 

員会 於尾張旭市商工会館内 第 1 会 
議室 13:40～            

ニコボックス 

〇本日ゲストに尾張旭青年会議所戸原弘二理事長、  
 山本明宏専務理事、旭野高等学校吹奏楽部顧問の 
 江上伊織先生、ドーギーさんをお迎えして。 

舟橋 龍秀君、松永 洋子さん、飯田 幸雄君 
加藤 清久君、桜井 雅博君、 中森 正裕君 
古橋 裕志君、古橋エツ子さん、箕輪 良孝君 
森井 晴生君、山田 直樹君 

〇誕生日を祝っていただき。不覚にも帯状疱疹にな
ってしまいました。子供にストレスだと言ったら、
年だわと返されました。    松永 洋子さん 

〇誕生日を祝っていただき。    西尾 輝久君 
〇菊田さん、卓話を楽しみにしています。 

加藤 清久君、山田 直樹君 
〇野焼きにシーズン、いよいよ米作りスタートです。 
 野間にて連日けむいのを我慢、頑張っています。 

加藤 清久君 
〇まだ、右も左も分かっていませんが、宜しくお願

いします。           田辺 哲郎君 
〇昨年の IM を思い浮かべます。皆様元気でしたか。 

箕輪 良孝君 
〇本日、早退させていただきます。  森 康美君 

旭野高等学校吹奏楽部演奏会協賛 
第 41 回旭野吹奏楽演奏会 
日時：2021 年 3 月 27 日（土） 
場所：尾張旭市文化会館13:00～ 
 
愛知県立旭野高等学校  
吹奏楽部顧問 江上 伊織様（右） 

表敬訪問 

一般社団法人  
尾張旭青年 
2021 年度 理事長   

戸原 弘二様 
 
 

第9回理事役員会 

日  時：2021 年 2 月 12 日 （金）13:40～ 
場  所： 尾張旭市商工会館内 第 1 会議室 
報告事項：1 月度会計報告（松永幹事） 
    ・承認された。 
 
協議事項１）地区国際奉仕委員会事業協賛について

（山田国際奉仕委員長） 
    ・ラオスナーセー村幼稚園手洗い所へ協賛 

することで承認された。 
 

２）創立 50 周年記念事業家族会について
（山田部会長） 

    ・条件が整えば開催することで了承された。 
 

３）次年度の委員会構成案と、事業活動案
（桜井会長エレクト） 

    ・再度検討する。次回理事会にて諮る。 

卓話 

「相続法改正について」 

菊田 利昭 
昨年相続法が改正されました

ので，その概要について簡単にご
説明いたします。 
１.配偶者居住権について 

 配偶者居住権とは，被相続人が配偶者相続人の居
住建物を所有していた場合に、一定の要件を満たせ
ば、配偶者相続人が、当該建物を相続しなくても居
住し続けられる権利です。これを活用することによ
り，配偶者が自宅に住み続けながら預貯金も相続す
ることが可能となる場合もあり，配偶者の老後の心
配を軽減させることが期待されています。 
２.居住用不動産の配偶者に対する贈与・遺贈に関
する持戻し免除の意思表示の推定について 
 これまでは生前贈与や遺贈した場合，遺産分割に
おいては特別受益として扱われるのが原則でした
が，新法では，婚姻期間が２０年以上の夫婦であれ
ば，その居住用不動産の贈与・遺贈が行われた場合
について持戻しの免除の意思表示があったものと
推定されるようになり，原則として特別受益として
扱われないことになりました。子の改正により，居
住用不動産を配偶者に生前贈与することが相続対
策になりうることになります。ただし，税金には注
意が必要ですので，税理士さんにご相談ください。 
３.仮払い制度について 
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費

用の支払、相続債務の弁済などに対応できるよう、
遺産分割前にも一部払戻しが受けられる制度が創
設されました。出金できる金額の上限は、「死亡時の
預貯金残高×法定相続分×3 分の 1」か「150 万円」
の「低い方の金額」です（これは金融機関ごとに適
用されるので，複数の金融機関に預貯金があれば，
それぞれについて上記の金額の払戻しが可能です）。
この限度での払戻しであれば，裁判所の許可等は必
要ありません。 

※紙面の都合上、卓話後半は次週掲載致します。 


